
景 況レポート
中小企業団体情報連絡員報告より

令和３年 12月分
前年同月比
のＤＩ値

県　　　内 全　　　国
全体 製造業 非製造業 全体 製造業 非製造業

業界の景況 －14.7 0.0 －26.3 －16.6 －13.6 －18.7

売上高 0.0 33.3 －26.3 1.6 3.7 0.2

収益状況 －20.6 0.0 －36.8 －19.6 －18.5 －20.4

※DI（Diffusion Index）値とは、景気の動きをとらえるための指標です。（－100≦DI値≦100）
　DIの計算方法…増加・好転と答えた企業の割合－減少・悪化と答えた企業の割合
　【例：調査数「20」のうち好転が「４」、不変が「６」、悪化が「10」とした場合…（４－10）/20＊100＝－30】

（滋賀県内の景況DI値につきましては、県内34名の情報連絡員からの回答に基づき掲載しています。）

DI値が ＝30以上 ＝10以上30未満 ＝－10以上10未満 ＝－30以上－10未満 ＝－30未満

前年同月と比較した滋賀県内のDI値の推移

前年同月と比較した全国平均のDI値の推移

新型コロナウイルス感染症が落ち着きを見せ、各業界の売上高は回復基調にあったが、製
造業を中心とした原材料価格の高騰等が負担となり収益の回復と乖離が生じた。

県内の
景況推移

全国的に行政主導の消費喚起策が再開されつつあったが、新たな変異株の発生等が懸念材
料となり3指標とも緩やかな回復となった。

全国の
景況推移
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Question
教えて &Q A組合税務

相談室

税理士 山本 善通 氏
　当組合は、共同購買事業を主事業に展開していますが、次年度より事業を拡大
し、職員の給与も引き上げる計画です。賃上げを実施する事で税額控除が受けら
れると聞きましたが、概要を教えて下さい。

所得拡大促進税制

【経緯と概要】
　令和４年度税制改正においては、賃上げに係る税制措置を抜本的に強化するとともに、「成長と分配の
好循環」を早期に起動させるために思い切った措置が講じられることとなりました。
　そこで、積極的な賃上げ等を促すための措置として、中小企業における所得拡大税制について、控除率
を上乗せすると共に、その適用期限を１年延長し、令和４年４月１日から令和６年３月31日の間に開始す
る事業年度とすることになりました。
　具体的な改正案は以下の通りであります。
中小企業における賃上げ促進税制（案）
○�　中小企業全体として雇用を守りつつ、積極的な賃上げや人材投資を促す観点から、控除率の上乗せ
要件を見直すとともに、控除率を最大40％に大胆に引き上げた上で、適用期限を１年延長（令和６年３
月31日）する。
　①�　雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5％以上である場合には、
税額控除率に15％を加算する。

　②�　教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10％以上である場合には、税額控除率
に10％を加算する。

　注�　教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置の適用を受ける場合には、教育訓練費の明細を記載し
た書類の保存（現行：確定申告書等への添付）をしなければならないこととする。

【留意点】
　所得拡大促進税制は、租税特別措置法における制度であり、税額軽減措置の適用にあたり、当初の確
定申告において納税者がその意思表示を行うことを要件に適用を認めています（当初申告要件）。したがっ
て、当初の申告で申告書・明細書への記載がないと、更正の請求・修正申告では認められないので留意
して下さい。
　尚、改正案は、閣議決定された大綱をもとに作成していますので、修正される可能性もありますので留
意して下さい。

 《現  行》※所得拡大促進
税制 

《改  正  案》 

【適用条件】   

■給与総額の増加率 
雇用者全体の給与総額 
：対前年度増加率1.5％以上  

  （変更なし)  

【税額控除】 〔控除率最大25％〕  〔控除率最大40％〕  
■控除率を乗ずる対象 雇用者全体の給与総額の対前年度増加額   （変更なし） 

■控除率 

基本 15％ 15％ 

 

＋10％ 

雇用者全体の給与総額 
：対前年度増加率2.5％以上  

＋15％ 雇用者全体の給与総額 
：対前年度増加率2.5％以上  

 教育訓練費増加等の要件の充足 ＋10％ 
教育訓練費の対前年度増加率 
10％以上 

■控除上限額 当期の法人税額×20％   （変更なし） 

かつ ※1 ※2 

上乗せ（賃上げ）

上乗せ（教育訓練費）

※１　�教育訓練費増加等の要件：次のいずれかの要件
　　①�教育訓練費の対前年度増加率10％以上　
　　　　　　確定申告書に教育訓練費の明細書の添付（改正案：明細書の保存）が必要
　　②�中小企業等経営強化法の認定経営力向上計画における経営力向上の証明（改正案：廃止）
※２　�控除率15％の上乗せ措置の適用を受けない場合は、合計25％
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